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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】被爆を伴うことなく軟骨下骨の病変を評価する
ための、超音波解析装置、超音波解析方法および超音波
解析プログラムを提供する。
【解決手段】被検体９の内部にある軟骨下骨を含む骨軟
骨に向けて超音波を送信し、被検体９の内部から反射さ
れたエコー信号を受信する送受信装置２に接続される超
音波解析装置３であって、エコー信号から超音波画像デ
ータを生成する画像データ生成部と、超音波画像データ
から軟骨下骨の表面位置を検出する表面位置検出部と、
軟骨下骨の表面位置を基準にして、超音波画像データに
おいて、解析対象の領域を設定する領域設定部と、領域
におけるテクスチャ特徴量を算出する特徴量算出部と、
を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の内部にある軟骨下骨を含む骨軟骨に向けて超音波を送信し、前記被検体の内部
から反射されたエコー信号を受信する送受信装置に接続される超音波解析装置であって、
　前記エコー信号から超音波画像データを生成する画像データ生成部と、
　前記超音波画像データから前記軟骨下骨の表面位置を検出する表面位置検出部と、
　前記軟骨下骨の前記表面位置を基準にして、前記超音波画像データにおいて、解析対象
の領域を設定する領域設定部と、
　前記領域におけるテクスチャ特徴量を算出する特徴量算出部と、
を備える超音波解析装置。
【請求項２】
　前記テクスチャ特徴量が、画像データのテクスチャ解析における、エントロピーおよび
相関の少なくともいずれかを含む、請求項１に記載の超音波解析装置。
【請求項３】
　前記領域設定部は、前記軟骨下骨の前記表面位置から前記超音波の音軸に沿う方向に、
隣り合うように前記領域を複数設定し、
　前記特徴量算出部は、複数の前記領域の各々について前記テクスチャ特徴量を算出する
、請求項２に記載の超音波解析装置。
【請求項４】
　前記領域が、前記軟骨下骨の表層部位に対応する第１の領域と、前記第１の領域よりも
深部に位置する第２の領域とを含む、請求項３に記載の超音波解析装置。
【請求項５】
　前記方向に沿った前記第１の領域の厚みが、０．３ｍｍ～０．４５ｍｍの範囲内であり
、
　前記方向に沿った前記第２の領域の厚みが、０．３ｍｍ～０．４５ｍｍの範囲内である
、請求項４に記載の超音波解析装置。
【請求項６】
　前記特徴量算出部が、前記第１の領域について前記エントロピーを算出し、前記第２の
領域について前記相関を算出する、請求項４または５に記載の超音波解析装置。
【請求項７】
　前記画像データ生成部が、前記軟骨下骨の表面が平坦になるように、前記超音波画像デ
ータを再配列する、請求項１から６のいずれかに記載の超音波解析装置。
【請求項８】
　前記テクスチャ特徴量を出力する出力部をさらに備える、請求項１から７のいずれかに
記載の超音波解析装置。
【請求項９】
　被検体の内部にある軟骨下骨を含む骨軟骨に向けて超音波を送信し、前記被検体の内部
から反射されたエコー信号を受信するステップと、
　前記エコー信号から超音波画像データを生成するステップと、
　前記超音波画像データから前記軟骨下骨の表面位置を検出するステップと、
　前記軟骨下骨の前記表面位置を基準にして、前記超音波画像データにおいて、解析対象
の領域を設定するステップと、
　前記領域におけるテクスチャ特徴量を算出するステップと、
を含む、超音波解析方法。
【請求項１０】
　被検体の内部にある軟骨下骨を含む骨軟骨に向けて超音波を送信し、前記被検体の内部
から反射されたエコー信号を受信する送受信装置に接続されるコンピュータに、
　前記エコー信号から超音波画像データを生成するステップと、
　前記超音波画像データから前記軟骨下骨の表面位置を検出するステップと、
　前記軟骨下骨の前記表面位置を基準にして、前記超音波画像データにおいて、解析対象
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の領域を設定するステップと、
　前記領域におけるテクスチャ特徴量を算出するステップと、
を実行させるための、超音波解析プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波によって被検体の内部を解析する超音波解析装置、超音波解析方法お
よび超音波解析プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　変形性関節症（osteoarthritic: OA）は、軟骨の摩耗が要因となって関節が変形し、関
節に炎症や痛みを生じる疾患である。変形性関節症が進行すると、関節本来の滑らかな動
きが阻害され可動域も制限される。特に膝関節の軟骨がすり減ると、起立や歩行等の日常
動作に支障が生じ、クオリティ・オブ・ライフが著しく低下することから、変形性関節症
を簡便に診断する手法が期待されている。
【０００３】
　軟骨の状態を解析する装置としては、例えば特許文献１に記載の超音波解析装置がある
。特許文献１に記載の超音波解析装置は、膝の表面に当接された超音波プローブから超音
波信号を送信し、膝の内部で反射したエコー信号を超音波プローブで受信する。超音波解
析装置は、受信したエコー信号から軟骨の状態を解析する。
【０００４】
　近年では、変形性関節症を早期に発見するために、軟骨の下層に位置する軟骨下骨の病
変を評価する試みがなされている。Ｘ線マイクロＣＴ（Micro computed tomography: Mic
ro-CT）装置による測定によると、変形性関節症に伴う軟骨下骨の病変として、骨の微細
構造に変化が起こることが知られている。骨の微細構造の変化を表す軟骨下骨のマイクロ
ＣＴパラメータとしては、例えば、軟骨下骨プレート内の空隙率、軟骨下骨の厚さ、およ
び海綿骨領域の骨密度等がある。超音波プローブによるエコー信号の振幅に基づいて軟骨
下骨を評価する技術としては、例えば非特許文献１および２の技術がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－３０５号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Aula AS, Toyras J, Tiitu V, Jurvelin JS., “Simultaneous ultraso
und measurement of articular cartilage and subchondral bone”, Osteoarthritis Ca
rtilage, 2010, Vol.18, p1570-6.
【非特許文献２】Liukkonen J, Hirvasniemi J, Joukainen A, Penttila P, Viren T, Sa
arakkala S, Kroger H, Jurvelin JS, Toyras J., “Arthroscopic ultrasound techniqu
e for simultaneous quantitative assessment of articular cartilage and subchondra
l bone: an in vitro and in vivo feasibility study”, Ultrasound Med Biol, 2013, 
Vol.39, p1460-8.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　Ｘ線ＣＴによる測定は、関節の被爆を伴う。超音波プローブによる測定は、関節の被爆
を伴わないが、軟骨－軟骨下骨境界からの超音波の絶対振幅は、軟骨下骨の上部に位置す
る軟骨および軟部組織等の上部組織において減衰の影響を受けるため、軟骨下骨の病変を
反映するパラメータとしては正確性に欠けている。また、平均値としての軟骨－軟骨下骨
境界からの超音波振幅は、上部組織における超音波減衰量が考慮されれば、軟骨下骨の病
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変を反映するパラメータとして適していると考えられるが、軟骨下骨のさらに下部に位置
する海綿骨領域等の骨の微細構造の分布特性を反映する最適なパラメータではない。
【０００８】
　本発明は、被爆を伴うことなく軟骨下骨の病変を評価するための、超音波解析装置、超
音波解析方法および超音波解析プログラムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る超音波解析装置は、被検体の内部にある軟骨下骨を含む骨軟骨に向けて超
音波を送信し、前記被検体の内部から反射されたエコー信号を受信する送受信装置に接続
される超音波解析装置であって、前記エコー信号から超音波画像データを生成する画像デ
ータ生成部と、前記超音波画像データから前記軟骨下骨の表面位置を検出する表面位置検
出部と、前記軟骨下骨の前記表面位置を基準にして、前記超音波画像データにおいて、解
析対象の領域を設定する領域設定部と、前記領域におけるテクスチャ特徴量を算出する特
徴量算出部と、を備える。
【００１０】
　本発明に係る超音波解析装置によると、軟骨下骨の病変を被爆を伴うことなく評価する
ことができる。超音波解析装置が軟骨下骨の領域について計算するテクスチャ特徴量は、
骨（海綿骨）の微細構造の変化を反映している。よって、ユーザは、テクスチャ特徴量に
基づいて軟骨下骨の病変を評価することができ、変形性関節症を早期に発見することが可
能となる。
【００１１】
　本発明に係る超音波解析方法は、被検体の内部にある軟骨下骨を含む骨軟骨に向けて超
音波を送信し、前記被検体の内部から反射されたエコー信号を受信するステップと、前記
エコー信号から超音波画像データを生成するステップと、前記超音波画像データから前記
軟骨下骨の表面位置を検出するステップと、前記軟骨下骨の前記表面位置を基準にして、
前記超音波画像データにおいて、解析対象の領域を設定するステップと、前記領域におけ
るテクスチャ特徴量を算出するステップと、を含む。
【００１２】
　本発明に係る超音波解析プログラムは、被検体の内部にある軟骨下骨を含む骨軟骨に向
けて超音波を送信し、前記被検体の内部から反射されたエコー信号を受信する送受信装置
に接続されるコンピュータに、前記エコー信号から超音波画像データを生成するステップ
と、前記超音波画像データから前記軟骨下骨の表面位置を検出するステップと、前記軟骨
下骨の前記表面位置を基準にして、前記超音波画像データにおいて、解析対象の領域を設
定するステップと、前記領域におけるテクスチャ特徴量を算出するステップと、を実行さ
せるための、超音波解析プログラムである。本発明に係る超音波解析プログラムは、例え
ばＣＤ－ＲＯＭ等の、コンピュータ読み取り可能な非一時的な有体の記録媒体に記録され
ていてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によると、被爆を伴うことなく軟骨下骨の病変を評価するための、超音波解析装
置、超音波解析方法および超音波解析プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係る超音波解析システムのブロック図である。
【図２】被検体である膝の内部構造と超音波プローブとを概略的に示す図である。
【図３】信号処理部の機能ブロック図である。
【図４】振幅強度画像を用いて軟骨下骨の表面位置検出を行う方法を模式的に説明するた
めの図である。
【図５】軟骨下骨表面で整列された二次元の振幅強度画像（軟骨下骨表面位置より深い領
域）を模式的に示す図である。
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【図６】本実施形態に係る超音波解析方法における処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【図７】軟骨下骨表面で整列された三次元の振幅強度画像を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態を、添付の図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説明
および図面において、同じ符号は同じまたは類似の構成要素を示すこととし、よって、同
じまたは類似の構成要素に関する重複した説明を省略する。
【００１６】
　以下に説明する本発明の一実施形態では、被検体の一例として人の膝の内部を解析対象
とし、解析に用いる超音波画像として、膝の内部の二次元の断面画像を取得することとす
る。また、超音波画像を表すデータとして、超音波エコー信号の振幅強度データを取得す
ることとする。なお、以下に説明する本発明の実施形態は一例であり、本発明において、
被検体の関節は膝に限定されることはなく、超音波画像も二次元の断面画像に限定される
ことはなく、超音波画像も振幅強度データに限定されることはない。
【００１７】
　図１は、本発明の一実施形態に係る超音波解析システム１のブロック図である。図２は
、被検体である膝の内部構造と超音波プローブとを概略的に示す図である。
【００１８】
　本発明の一実施形態に係る超音波解析システム１は、送受信装置２と、送受信装置２に
接続される超音波解析装置３と、駆動機構４とを備える。駆動機構４は、送受信装置２の
構成に応じて任意の構成とすることができる。
【００１９】
　送受信装置２は、被検体９の内部にある軟骨下骨を含む骨軟骨に向けて超音波を送信し
、被検体９の内部から反射されたエコー信号を受信する装置であり、超音波プローブ２１
と、パルサー／レシーバ２２と、Ａ／Ｄ変換部２３とを備える。
【００２０】
　超音波プローブ２１は、本実施形態では単素子プローブであり、被検体９である膝の表
面に沿って、一次元状に（図２に示すｘ方向またはｙ方向に）機械的に走査される。本実
施形態では、超音波プローブ２１は図２に示すｘ方向に走査されることとする。振動子は
、被検体９の表面から被検体９の内部に向けて所定の時間間隔で超音波を送信する。送信
された超音波は被検体９の内部で反射され、振動子は反射されたエコー信号を受信する。
【００２１】
　超音波プローブ２１は、図２に示すように、送受信面側の端面が膝表面９５（軟部組織
９３の表面）に当接され、送受信面側の端面から超音波を送信して、膝の内部を探索する
。軟部組織９３は、軟骨９１よりも被検体９の表面側に存在する部位である。軟骨９１は
、解析対象である軟骨下骨９４に付着しており、軟骨下骨９４は、骨（海綿骨）９２に結
合した組織である。以下の説明では、膝表面９５から骨９２側内部へ向かう方向を深度方
向と呼び、深度方向を、直行座標系でいうｚ方向（ｘ方向およびｙ方向に直交する方向）
とする。なお、深度方向ｚの位置は、被検体９の内部を進行する超音波が時間ｔに進行す
る距離で表すことができる。深度方向ｚと時間ｔとの間の変換には、例えば軟部組織９３
においては１５４０ｍ／ｓの仮定音速を、軟骨９１の部分においては１６２０ｍ／ｓの仮
定音速をそれぞれ用いることができる。
【００２２】
　超音波プローブ２１の振動子から深度方向へ送信された超音波は、被検体９の内部（例
えば、軟部組織９３または骨９２等）で反射される。超音波プローブ２１の振動子は、反
射されたエコー信号を受信する。超音波解析装置３は、超音波プローブ２１が受信したエ
コー信号に基づいて、軟骨下骨９４等を含む被検体９の内部の振幅強度データＤ（超音波
画像）を生成する。超音波解析装置３は、エコー信号の振幅強度が表されている超音波画
像を出力部３４等に出力して、軟骨下骨９４の状態等を画像でユーザに確認させることが



(6) JP 2019-208971 A 2019.12.12

10

20

30

40

50

できる。
【００２３】
　パルサー／レシーバ２２は、超音波帯域の周波数で構成される搬送波をパルス状に波形
成形して送信パルスを生成し、生成した送信パルスを超音波プローブ２１に出力する。こ
れにより、超音波プローブ２１の振動子から被検体９の深度方向に超音波が送信される。
パルサー／レシーバ２２は、超音波プローブ２１の振動子が受信した、被検体９の内部か
らのエコー信号を受信する。
【００２４】
　Ａ／Ｄ変換部２３は、パルサー／レシーバ２２から送信されるエコー信号をアナログ－
デジタル変換して、超音波解析装置３に送信する。
【００２５】
　超音波解析装置３は、入力部３１と、制御部３２と、信号処理部３３と、出力部３４と
を備える。
【００２６】
　本実施形態では、超音波解析装置３は公知のパーソナルコンピュータで構成されており
、ハードウェアの構成として、データ処理を行うＣＰＵ等のプロセッサと、プロセッサが
データ処理の作業領域に使用するメモリと、処理データを記録する記録部と、各部の間で
データを伝送するバスと、外部機器とのデータの入出力を行うインタフェース部（以下、
Ｉ／Ｆ部と記す）とを備えている。任意の機能として、超音波解析装置３は、インターネ
ット等のネットワークを介して外部サーバと接続することもできる。
【００２７】
　入力部３１は、ユーザからの操作の入力を受け付ける。例示的には、入力部３１は、キ
ーボード、マウス、タッチパネル等で構成することができる。
【００２８】
　本実施形態では、制御部３２および信号処理部３３の各機能ブロックは、記録部または
メモリに予め記録されているコンピュータプログラムをプロセッサが実行することにより
ソフトウェア的に実現されるが、集積回路上に形成された論理回路によってハードウェア
的に実現されてもよい。
【００２９】
　制御部３２は、超音波解析システム１全体の動作を制御する機能ブロックである。例え
ば制御部３２は、入力部３１を介して超音波解析処理の実行に関する指示をユーザから受
信すると、送受信装置２、超音波解析装置３、および駆動機構４に制御信号を送信して、
これら各部の動作を制御する。制御部３２と接続された各部は、制御部３２からの指示に
沿って連動して動作する。
【００３０】
　信号処理部３３は、デジタル形式に変換されたエコー信号を送受信装置２から取り込ん
で、後述する各種処理を実行し、解析対象の領域におけるテクスチャ特徴量を出力する機
能ブロックである。信号処理部３３の詳細については図３を参照して後述する。
【００３１】
　出力部３４は、信号処理部３３から出力されるテクスチャ特徴量を出力する。例示的に
は、出力部３４は、モニタまたはプリンタ等で構成することができる。
【００３２】
　駆動機構４は、制御部３２からの制御信号を受信して、超音波プローブ２１を機械的に
走査する。
【００３３】
　図３は、信号処理部３３の機能ブロック図である。信号処理部３３は、画像データ生成
部３３１と、表面位置検出部３３２と、領域設定部３３３と、特徴量算出部３３４とを備
える。
【００３４】
　画像データ生成部３３１は、送受信装置２において生成されたエコー信号のデータから
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、被検体９の内部の超音波画像データＵＳを生成する。本実施形態では、超音波画像デー
タＵＳ（ｘ，ｚ）は、エコー信号の振幅強度データＤ（ｘ，ｚ）である。振幅強度データ
Ｄ（ｘ，ｚ）には、エコー信号の振幅の強度が、被検体９の内部の深度方向ｚおよび走査
方向ｘで表される各座標毎に示されている。
【００３５】
　画像データ生成部３３１は、Ａ／Ｄ変換部２３から送信されるエコー信号のデータを、
所定の時間間隔でサンプリングすることにより離散データ化する。この離散データ化され
たエコー信号がエコーデータとなる。これにより、被検体９の深度方向に所定間隔でデー
タサンプリングされたエコーデータが得られる。さらに、画像データ生成部３３１は、得
られたエコーデータに包絡検波処理および対数圧縮処理を施すことにより、振幅強度デー
タＤ（ｘ，ｚ）を生成する。生成した振幅強度データＤ（ｘ，ｚ）は、例えば記録部に記
録する。
【００３６】
　本実施形態では、画像データ生成部３３１は、振幅強度データＤ（ｘ，ｚ）の再配列処
理を行うことができる。軟部組織９３および軟骨９１の厚さは、膝関節の部位毎に異なっ
ており、膝表面９５から軟骨下骨９４の表面位置までの深さも、走査方向ｘの位置毎に異
なっている。画像データ生成部３３１は、後述する表面位置検出部３３２により検出され
た軟骨下骨９４の表面位置に基づいて、軟骨下骨９４の表面が平坦になるように、振幅強
度データＤ（ｘ，ｚ）を再配列する。膝関節の部位毎に変化している軟部組織９３および
軟骨９１の厚さに基づいて、振幅強度データＤ（ｘ、ｚ）を再配列することにより、ユー
ザは、より高精度な解析結果に基づいて、軟骨下骨の病変を評価することができる。なお
、再配列処理により振幅強度データＤ（ｘ，ｚ）の深度方向の座標が変化するので、再配
列後の振幅強度データは、振幅強度データＤ（ｘ，ｚ’）と表現する。同様に、再配列後
の超音波画像データは、超音波画像データＵＳ（ｘ，ｚ’）と表現する。
【００３７】
　表面位置検出部３３２は、生成された振幅強度データＤ（ｘ，ｚ）から、超音波プロー
ブ２１の走査方向であるｘ方向に沿って、ｚ方向の軟骨下骨９４の表面位置を検出する。
軟骨下骨９４の表面位置とは、軟骨９１と軟骨下骨９４との境界位置である。以下では、
ｘ方向に対するｚ方向の軟骨下骨９４の表面位置を検出する方法について説明する。
【００３８】
　図４は、振幅強度画像を用いて軟骨下骨の表面位置検出を行う方法を模式的に説明する
ための図である。本実施形態では、表面位置検出部３３２は、振幅強度データＤ（ｘ，ｚ
）を用いて、以下に説明する方法でコストマップを作成することにより、深度方向におけ
る軟骨下骨９４の表面位置を検出する。図４に示すように、表面位置検出部３３２は、深
度方向に沿って隣接する２つの領域Ｎｆｗ，Ｎｂｗを設定する。領域Ｎｂｗは、深度方向
において皮膚側に位置し、領域Ｎｆｗは、領域Ｎｂｗよりも内部側（骨９２側）に位置す
る。なお、設定する領域Ｎｆｗ，Ｎｂｗの大きさは適宜変更が可能である。
【００３９】
　領域Ｎｆｗ，Ｎｂｗのそれぞれには、複数の振幅強度データＤ（ｘ，ｚ）が含まれてい
る。まず、表面位置検出部３３２は、領域Ｎｆｗ，Ｎｂｗ内にある振幅強度データＤ（ｘ
，ｚ）から、領域Ｎｆｗ，Ｎｂｗのそれぞれについて、振幅レベルの平均値を算出する。
次に、表面位置検出部３３２は、領域Ｎｆｗ内の振幅レベルの平均値から、領域Ｎｂｗ内
の振幅レベルの平均値を減算し、算出結果をコスト値として例えば記録部に記録する。表
面位置検出部３３２は、コスト値の算出処理を、領域Ｎｆｗ，Ｎｂｗの位置を深度方向に
変化させながら繰り返し行うことによりコストマップを生成し、生成したコストマップを
例えば記録部に記録する。
【００４０】
　被検体９である膝に超音波を送信した場合、軟部組織９３および軟骨９１では超音波は
反射せず、得られるエコー信号は微小または無となる。これに対し、軟骨下骨９４で反射
したエコー信号は、振幅が高くなる。したがって、例えば、２つの領域Ｎｆｗ，Ｎｂｗの
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一方が軟骨下骨９４に位置している場合には、振幅レベルの平均値の差分は大きい。これ
に対し、２つの領域Ｎｆｗ，Ｎｂｗの両方が軟骨下骨９４に位置していない場合には、振
幅レベルの平均値の差分は小さい。これを利用して、表面位置検出部３３２は、記録部に
記録したコストマップから、振幅レベルの差分が大きい領域Ｎｆｗ，Ｎｂｗの位置を、深
度方向における軟骨下骨９４の表面位置として検出する。
【００４１】
　さらに本実施形態では、領域設定部３３３は、軟骨下骨９４の表面位置を基準にして、
振幅強度データＤ（ｘ，ｚ）において、解析対象の領域を設定する。
【００４２】
　図５は、軟骨下骨表面で整列された二次元の振幅強度画像（軟骨下骨表面位置より深い
領域）を模式的に示す図である。図５には、テクスチャ特徴量を算出しようとする解析対
象の領域５１，５２が示されている。
【００４３】
　本実施形態では、領域設定部３３３は、軟骨下骨９４の表面位置から超音波の音軸に沿
う方向に、所定の厚さを有する解析対象の領域を複数設定する。本実施形態では、図５に
示すように、軟骨下骨９４の表層部位に対応する第１の領域５１と、第１の領域５１より
も深部に位置する第２の領域５２とを設定する。
【００４４】
　第１の領域５１の例示的な厚みは、好ましくは約０．３ｍｍ～約０．４５ｍｍの範囲内
である。仮定音速の値として３６３５ｍ／ｓ（皮質骨音速）を用いると、超音波エコーが
進行する時間ｔは、好ましくは約０．１５μｓ～約０．２５μｓとなる。また、第２の領
域５２の例示的な厚みは、好ましくは約０．３ｍｍ～約０．４５ｍｍの範囲内である。仮
定音速の値として２５００ｍ／ｓ（骨梁、骨髄の平均的な音速）を用いると、超音波エコ
ーが進行する時間ｔは、好ましくは約０．２５μｓ～約０．３５μｓの範囲内である。設
定する第１の領域５１および第２の領域５２の厚みは適宜変更が可能である。
【００４５】
　特徴量算出部３３４は、振幅強度画像のテクスチャ解析を行い、領域設定部により設定
された解析対象の領域についてテクスチャ特徴量を算出する。
【００４６】
　テクスチャ特徴量とは、対象とする画像の質感（texture）に関する特徴を表す値であ
る。本実施形態では、グレーレベル同時生起行列（Gray Level Co-occurrence Matrix: G
LCM）によるテクスチャ特徴量を算出する。テクスチャ特徴量の一例としては、例えば、
エントロピー（Entropy）、相関（Correlation）、分散（Sum Variance）、コントラスト
（Contrast）、平均（Sum Average ）等がある。これらテクスチャ特徴量は、例えば以下
に例示する３つの文献（Albregtsen 2008, Conners, et al. 1984, Haralick, et al. 19
73）を参照することにより、画像データから計算することができる。また、画像データか
らテクスチャ特徴量を計算する公知のソフトウェアモジュールとしては、例えば米国のMa
thWorks（登録商標）社から提供されているMATLAB（登録商標）等が挙げられる。
　Albregtsen F., “Statistical texture measures computed from gray level coocurr
ence matrices”, Image Processing Laboratory, Department of Informatics, Univers
ity of Oslo, 2008; 5.
　Conners RW, Trivedi MM, Harlow CA., “Segmentation of a high-resolution urban 
scene using texture operators”, Comp Vis Graph Image Process, 1984, Vol.25, pp2
73-310.
　Haralick RM, Shanmugam K, Dinstein IH., “Textural features for image classifi
cation”, Systems Man Cybernetics IEEE Transactions, 1973, pp610-21.
【００４７】
　本実施形態では、これら種々のテクスチャ特徴量のうち、エントロピーおよび相関（コ
リレーション）を算出する。特徴量算出部３３４は、振幅強度データＤ（ｘ，ｚ）内の第
１の領域５１について、エントロピーＥＮＴＬ１および相関ＣＯＲＬ１を算出し、第２の
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領域５２について、エントロピーＥＮＴＬ２および相関ＣＯＲＬ２を算出する。
【００４８】
　テクスチャ特徴量として、エントロピーは、対象とする画像の情報量を表しており、相
関は、対象とする画像内において隣接する複数の画素間の相関性を表している。振幅強度
データＤ（ｘ，ｚ）においてこれらテクスチャ特徴量が示す意味は次の通りである。
【００４９】
　すなわち、振幅強度データＤ（ｘ，ｚ）内の解析対象とする領域において、エントロピ
ー値の変化は空隙率の変化を反映しており、相関値の変化はエコー信号の連続性を反映し
ている。より具体的には、第１の領域５１のエントロピーＥＮＴＬ１の増大は、軟骨下骨
９４の表層部位の空隙率の増大を示している。第２の領域５２の相関ＣＯＲＬ２の減少は
、軟骨下骨プレート厚さの増大、軟骨下骨９４の深層部位の後方に位置する海綿骨領域の
骨密度の増大を示している。
【００５０】
　これらテクスチャ特徴量は、骨（海綿骨）９２の微細構造の変化を反映している。これ
により、ユーザは、テクスチャ特徴量に基づいて軟骨下骨９４の病変を評価することがで
き、変形性関節症を早期に発見することが可能となる。
【００５１】
　図６は、本実施形態に係る超音波解析方法における処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【００５２】
　本実施形態では、入力部３１の操作を介して制御部３２が解析処理の実行を開始する指
示を受けると、超音波解析システム１は図６に示す処理を実行する。
【００５３】
　ステップＳ１において、送受信装置２は、超音波プローブ２１の振動子から超音波を送
信し、被検体９の内部で反射されたエコー信号を、超音波プローブ２１の振動子で受信す
る。送受信装置２は、受信したエコー信号をデジタル変換して、超音波解析装置３の信号
処理部３３に送信する。
【００５４】
　なお、被検体９の内部に超音波を送信する際に、超音波の音軸が、軟骨９１の表面また
は軟骨下骨９４の表面に対して略垂直または所定角度の範囲内となるように、超音波プロ
ーブ２１の当接角度（音軸の角度）を調整して、超音波プローブ２１を膝表面９５に当接
させることが好ましい。
【００５５】
　ステップＳ２において、信号処理部３３の画像データ生成部３３１は、エコー信号から
振幅強度データＤ（ｘ、ｚ）（すなわち、超音波画像データＵＳ（ｘ、ｚ））を生成し、
生成した振幅強度データＤを例えば記録部に記録する。
【００５６】
　ステップＳ３において、表面位置検出部３３２は、ステップＳ２において生成した振幅
強度データＤ（ｘ、ｚ）を用いて、軟骨下骨９４の表面位置を検出する。まず、表面位置
検出部３３２は、振幅強度データＤ（ｘ、ｚ）を用いてコストマップを作成し、作成した
コストマップを例えば記録部に記録する。次に、表面位置検出部３３２は、作成したコス
トマップに基づいて、振幅レベルの差分が大きくなる位置を軟骨下骨９４の表面位置とし
て検出し、検出した軟骨下骨９４の表面位置を例えば記録部に記録する。
【００５７】
　ステップＳ４において、画像データ生成部３３１は、ステップＳ３において検出した軟
骨下骨９４の表面位置に基づいて、軟骨下骨９４の表面が平坦になるように、振幅強度デ
ータＤ（ｘ、ｚ）を再配列する。再配列後の振幅強度データＤ（ｘ、ｚ’）は、例えば記
録部に記録する。
【００５８】
　ステップＳ５において、領域設定部３３３は、軟骨下骨９４の表面位置を基準にして、
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振幅強度データＤ（ｘ、ｚ’）において解析対象の領域を設定する。解析対象の領域の一
例としては、図５に例示するように、軟骨下骨９４の表層部位に対応する第１の領域５１
と、第１の領域５１よりも深部に位置する第２の領域５２とである。
【００５９】
　ステップＳ６において、特徴量算出部３３４は、振幅強度データＤ（ｘ、ｚ’）のテク
スチャ解析を行い、ステップＳ５において設定した解析対象の領域について、テクスチャ
特徴量を算出する。テクスチャ特徴量は、画像データのテクスチャ解析における、エント
ロピーおよび相関の少なくともいずれかを算出する。
【００６０】
　ステップＳ７において、出力部３４は、算出されたテクスチャ特徴量を出力する。好ま
しくは、出力部３４は、例えば図５に例示するように、テクスチャ特徴量を、解析対象と
した領域の情報と共に、振幅強度データＤ（ｘ、ｚ’）に対応させて出力する（例えば、
モニタに重ねて表示する）ことが好ましい。また好ましくは、出力部３４は、予め測定さ
れているテクスチャ特徴量の標準値を、ステップＳ６において算出した被検体９について
のテクスチャ特徴量と共に、出力する（例えば、標準値と算出したテクスチャ特徴量とを
同一画面上に並べて表示する）ことが好ましい。テクスチャ特徴量の標準値は、軟骨下骨
９４に病変が生じていない、正常であることが確認されている被検体９について予め測定
を行うことにより取得し、例えば記録部に記録しておけばよい。ユーザは、エントロピー
の増大から、軟骨下骨の表層部位の空隙率が増大していることを把握することができ、相
関の増大から、軟骨下骨の表層部位の後方に位置する海綿骨領域の骨密度が増大している
ことを把握することができる。
【００６１】
　以上、本発明に係る超音波解析システム１の超音波解析装置３によると、軟骨下骨９４
の病変を被爆を伴うことなく評価することができる。超音波解析装置３が軟骨下骨９４の
領域について計算するテクスチャ特徴量は、骨（海綿骨９２）の微細構造の変化を反映し
ている。よって、ユーザは、テクスチャ特徴量に基づいて軟骨下骨９４の病変を評価する
ことができ、変形性関節症を早期に発見することが可能となる。
【００６２】
　以上、本発明を特定の実施形態によって説明したが、本発明は上記した実施形態に限定
されるものではない。
【００６３】
　上記実施の形態では、表面位置検出部３３２は軟骨下骨９４の表面位置を検出している
が、これに加えて軟骨９１の表面位置を検出し、軟骨下骨９４の表面位置をより高精度に
検出してもよい。軟部組織９３の内部と軟骨９１の内部とでは音速が異なっている。よっ
て、軟骨９１の表面位置を検出すると、軟部組織９３の領域と軟骨９１の領域とのそれぞ
れについてより正確な仮定音速を用いて、軟骨下骨９４の表面位置を検出することができ
る。軟骨９１の内部の仮定音速としては、例えば１６２０ｍ／ｓを用いることができる。
表面位置検出部３３２が軟骨９１の表面位置を検出する方法は、軟骨下骨９４の表面位置
を検出する方法と同様である。すなわち、表面位置検出部３３２は、コストマップを作成
して、軟骨９１と軟部組織９３との境界位置を検出する。
【００６４】
　図４を参照して詳細に説明する。表面位置検出部３３２は、所定領域内に含まれる振幅
強度データＤ（ｘ，ｚ）を記録部から抽出して使用する。所定領域とは、表面位置検出部
３３２が検出した軟骨下骨９４の表面位置から、深度方向の軟部組織９３側に、厚さＴｈ
を有する領域である。厚さＴｈは、一般的に想定される人間の測定部位（軟骨９１）の厚
さの最大値である。表面位置検出部３３２は、想定される軟骨９１の厚さの最大値に応じ
て、深度方向の探索範囲を決定する。そして、表面位置検出部３３２は、抽出した領域内
の振幅強度データＤ（ｘ，ｚ）から、図４での説明と同様に、２つの領域（例えば、Ｃｆ
ｗ，Ｃｂｗと表現する）を設定する。表面位置検出部３３２は、２つの領域Ｃｆｗ，Ｃｂ
ｗのそれぞれについて、振幅レベルの平均値の差分を算出し、算出結果をコストマップの
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データとして記録部に記録する。
【００６５】
　既に説明したように、軟骨９１では超音波は反射せず、得られるエコー信号は微小また
は無となる。よって、軟骨下骨９４の表面位置を検出する方法と同様に、表面位置検出部
３３２は、記録部に記録したコストマップから、振幅レベルの差分が大きい領域Ｃｆｗ，
Ｃｂｗの位置を、深度方向における軟骨９１の表面位置として決定する。
【００６６】
　さらに、軟骨９１の表面位置の検出とあわせて、軟部組織９３、軟骨９１および軟骨下
骨９４の３層モデルでの超音波の屈折を考慮した、超音波入射角度のより高精度な推定を
行ってもよい。超音波入射角度の推定は、例えば表面位置検出部３３２が行うことができ
る。
【００６７】
　さらに、超音波プローブ２１の音場特性によって決まる指向特性（例えば、－６ｄＢ指
向角）に基づいて、所定の入射角の範囲内の領域を選定して使用してもよい。例えば、表
面位置検出部３３２が、超音波が送信された位置における軟骨９１の表面（または軟骨下
骨９４の表面）の法線方向と、超音波の音軸とがなす角度を算出する。すなわち、表面位
置検出部３３２は、超音波が送信された位置に対応する表面位置における法線ベクトルを
算出し、算出した法線ベクトルと、超音波プローブ２１が送信する超音波の音軸とがなす
角度を算出する。表面位置検出部３３２は、深度方向ｚに対する法線ベクトルの角度θｘ
を算出する。この角度θｘが、軟骨表面（または軟骨下骨表面）に対する、超音波の音軸
の入射角である。そして、例えば画像データ生成部３３１が、振幅強度データＤ（ｘ、ｚ
）のうち、例えば－６ｄＢの範囲内に含まれる角度θｘの範囲内のデータを、より高精度
な振幅強度データＤ（ｘ、ｚ）として選定して使用する。このような、超音波プローブ２
１の音場特性によって決まる指向特性に基づいて、所定の入射角の範囲内の領域を選定す
る方法は、後述するように、三次元の振幅強度データＤ（ｘ，ｙ，ｚ’）についても適用
することができる。
【００６８】
　さらに、超音波プローブ２１が形成する音場の特性を補正してもよい。例えば、水中等
の均質な媒質下での、超音波プローブ２１の基本的な音響特性を予め計測しておき、振幅
強度やエコースペクトルが深度に応じて変化する特性を排除してもよい。これにより、測
定系に依存する振幅特性を低減することができる。
【００６９】
　上記実施の形態では、解析に用いる振幅強度画像として二次元の断面画像を取得してい
るが、三次元の断面画像を取得して、三次元の断面画像を解析してもよい。三次元の断面
画像を解析する方法には、種々の態様がある。
【００７０】
　図７は、軟骨下骨表面で整列された三次元の振幅強度画像を模式的に示す図である。例
えば、図７に示すように、取得した三次元の振幅強度データＤ（ｘ，ｙ，ｚ’）から、ｘ
－ｚ’平面に平行に、複数の二次元の振幅強度データＤ（ｘ，ｚ’）を切り出して作成し
、切り出した複数の二次元の振幅強度データＤ（ｘ，ｚ’）のそれぞれについて、解析対
象の領域を設定し、テクスチャ特徴量を計算してもよい。またこの際に、例示的に二次元
の断面画像を用いて上記説明した、超音波プローブ２１の音場特性によって決まる指向特
性に基づいて、所定の入射角の範囲内の領域を選定して使用してもよい。すなわち、三次
元の振幅強度データＤ（ｘ，ｙ，ｚ’）から切り出した複数の二次元の振幅強度データＤ
（ｘ，ｚ’）のそれぞれについて、例えば画像データ生成部３３１が、振幅強度データＤ
（ｘ，ｚ’）のうち、例えば－６ｄＢの範囲内に含まれる角度θｘの範囲内のデータを、
より高精度な振幅強度データＤ（ｘ，ｚ’）として選定して使用する。
【００７１】
　また例えば、切り出した複数の二次元の振幅強度データＤ（ｘ，ｚ’）を、例えば図中
ｙ軸方向に重ね合わせることで平均化し、平均化した二次元の振幅強度データＤＡＶＥ（
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ｘ，ｚ’）について、解析対象の領域を設定し、テクスチャ特徴量を計算してもよい。平
均化するために重ね合わせる方向も、図中ｙ軸方向に限定されない。またこの際に、例示
的に二次元の断面画像を用いて上記説明した、超音波プローブ２１の音場特性によって決
まる指向特性に基づいて、所定の入射角の範囲内の領域を選定して使用してもよい。すな
わち、平均化した二次元の振幅強度データＤＡＶＥ（ｘ，ｚ’）について、例えば画像デ
ータ生成部３３１が、振幅強度データＤＡＶＥ（ｘ，ｚ’）のうち、例えば－６ｄＢの範
囲内に含まれる角度θｘの範囲内のデータを、より高精度な幅強度データＤＡＶＥ（ｘ，
ｚ’）として選定して使用する。
【００７２】
　三次元の断面画像を取得する方法にも種々の態様がある。例えば、単素子のプローブを
用いて、駆動機構４によりプローブをｘ方向およびｙ方向に走査してもよい。また例えば
、二次元の断面画像用のプローブを用い、プローブの走査方向に直交するように、駆動機
構４によりプローブをｘ方向またはｙ方向に走査してもよい。また例えば、三次元画像用
のプローブを用い、駆動機構４を用いない構成としてもよい。
【００７３】
　上記実施の形態では、解析対象の領域として、超音波の音軸に沿う方向に、第１の領域
５１および第２の領域５２の２つの領域を設定しているが、解析対象の領域の数は２つに
制限されない。解析対象とする領域は、超音波の音軸に沿う方向に少なくとも１つ設定す
ればよい。
【００７４】
　上記実施の形態では、算出するテクスチャ特徴量として、エントロピーおよび相関の２
つの特徴量を算出しているが、算出するテクスチャ特徴量の数は２つに制限されない。解
析対象とする領域の数に応じて、テクスチャ特徴量は少なくとも１つ算出すればよい。
【００７５】
　上記実施の形態では、単素子プローブを駆動機構４により一次元状に機械的に走査する
ことにより、二次元の断面画像を取得しているが、二次元の断面画像を取得する構成はこ
れに限定されない。例えば、一方向（例えば図２に示すｘ方向）に配列された複数の振動
子を有している、二次元の断面画像用のプローブを用いてもよい。この場合、駆動機構４
は超音波解析システム１の構成から省いてもよい。
【００７６】
　画像データ生成部３３１は、振幅強度データＤ（ｘ，ｚ）をさらに処理し、以降の処理
に、振幅強度データＤ（ｘ，ｚ）に代えて、以下に例示する処理を施した処理済みの振幅
強度データＤ（ｘ，ｚ）を用いてもよい。
【００７７】
　例えば、画像データ生成部３３１は、振幅強度データＤ（ｘ，ｚ）の移動平均を取り、
平滑した振幅強度データＤｍ（ｘ，ｚ）を生成してもよい。走査方向および深度方向への
振幅強度データの連続性が悪い場合であっても、この平滑化処理により、軟骨下骨９４の
表面位置の検出精度を向上させることができる。
【００７８】
　さらに、画像データ生成部３３１は、平滑した振幅強度データＤｍ（ｘ，ｚ）のうち、
所定のしきい値レベルを越える信号強度をしきい値レベル以下に抑制した振幅強度データ
Ｄｃｏｍｐ（ｘ，ｚ）を生成してもよい。このコンプレッサ処理により、ノイズ等の不要
な高エコー振幅を抑制することができる。
【００７９】
　また、表面位置検出部３３２は、計算の処理時間を短縮するために、振幅強度データＤ
（ｘ，ｚ）からデータ数を間引いて、間引いた振幅強度データＤ（ｘ，ｚ）を解析に用い
てもよい。
【００８０】
　また、上記実施の形態では、表面位置検出部３３２は、深度方向に沿って隣接する２つ
の領域Ｎｆｗ，Ｎｂｗを設定して、軟骨下骨９４の表面位置を検出しているが、これに代
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えて、ダイクストラ法（最小コスト経路探索）を用いて軟骨下骨９４の表面位置を検出し
てもよい。例えば、ｘ方向の互いに異なる複数の位置ｘ１，ｘ２，ｘ３の順に位置検出を
行う場合を考える。例えば位置ｘ２において位置検出を行うときは、その直前の位置ｘ１
において検出した軟骨下骨９４の表面位置から、深度方向に所定の範囲を設定し、設定し
たその範囲内において、軟骨下骨９４の表面位置を検出する。これにより、探索時間を短
縮することができ、誤検出を抑制することができる。
【００８１】
　上記実施形態では、超音波解析装置３は送受信装置２と直接接続されているが、これら
は有線または無線ネットワークで通信可能に接続されていてもよい。駆動機構４について
も同様に、超音波解析装置３と有線または無線ネットワークで通信可能に接続されていて
もよい。
【００８２】
　上記実施形態では、超音波解析装置３は一体の装置として実現されているが、超音波解
析装置３は一体の装置である必要はなく、プロセッサ、メモリ、記録部等が別所に配置さ
れ、これらが有線または無線ネットワークで接続されていてもよい。入力部３１および出
力部３４についても、プロセッサ、メモリ、記録部等と同じ箇所に配置される必要は必ず
しもなく、それぞれ別所に配置されて互いに有線または無線ネットワークで通信可能に接
続されていてもよい。
【００８３】
　上記実施形態では、超音波解析装置３の制御部３２および信号処理部３３の各機能ブロ
ックは、単一のプロセッサで実行されているが、これら各機能ブロックは単一のプロセッ
サで実行される必要は必ずしもなく、複数のプロセッサで分散して処理されてもよい。ま
た、プロセッサに代えて、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）が処理を行って
もよいし、例えばＧＰＵ（Graphics Processing Unit）をアクセラレータとして用いて、
プロセッサが行う並列演算処理を補助してもよい。すなわちプロセッサが行う処理とは、
プロセッサまたはＦＰＧＡが、ＧＰＵ等のアクセラレータを用いて行う処理も含むことを
意味する。
【００８４】
　上記実施形態では、超音波プローブ２１を用いて超音波エコー信号の振幅強度データＤ
を取得し、振幅強度データＤに設定した解析対象の領域について、テクスチャ特徴量を算
出しているが、テクスチャ特徴量を算出する対象の画像データは、振幅強度データＤに制
限されない。例示した振幅モード以外の他のモードにより取得した超音波画像について、
解析対象の領域を設定し、テクスチャ特徴量を算出してもよい。または、関節の被爆を伴
うものの、超音波プローブ２１を用いずに、Ｘ線ＣＴにより関節の二次元または三次元の
断面画像を取得し、解析対象とする領域を設定し、テクスチャ特徴量を算出することもで
きる。
【実施例】
【００８５】
　以下の実施例では、ユーザが病変を評価しようとする対象である、膝関節内部の軟骨下
骨の領域について、Ｘ線マイクロＣＴ装置を用いた測定によるマイクロＣＴパラメータと
、超音波を用いた測定に基づいて算出されるテクスチャ特徴量のパラメータとの対応性に
ついて検証を行った。被検体として同一の軟骨下骨のサンプルに対し、マイクロＣＴパラ
メータとテクスチャ特徴量パラメータとをそれぞれ算出し、測定手段が異なるこれらパラ
メータ間の相関性を算出した。各パラメータを算出する軟骨下骨の領域は、表層部位（Ｌ

１）および深層部位（Ｌ２）の２つの領域とした。
【００８６】
　Ｘ線マイクロＣＴ装置（SMX-100CT-SV3 TypeII、島津製作所、日本）を用いて、各領域
について、マイクロＣＴパラメータとして次の３つのパラメータを算出した。
・軟骨下骨プレート内の空隙率（Ｐｏ）
・軟骨下骨の厚さ（Ｔｐｌ）
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・海綿骨領域の骨密度（ＢＶ／ＴＶＴｂ）
【００８７】
　また、上記実施形態に示した本発明の超音波解析システムを用いて、各領域について、
テクスチャ特徴量パラメータとして、次の２つのパラメータを算出した。これら２つのパ
ラメータは、軟骨下骨表面に並行な方向（ｘ方向）および垂直な方向（ｚ方向）のそれぞ
れについて算出した。
・エントロピー（ＥＮＴ）
・相関（ＣＯＲ）
【００８８】
　マイクロＣＴパラメータとテクスチャ特徴量パラメータとの間の相関性を表す指標とし
て、ピアソンの相関係数を算出した。算出結果を表１に示す。
【００８９】
【表１】

【００９０】
　表中、テクスチャ特徴量パラメータのエントロピーＥＮＴおよび相関ＣＯＲについて、
添え字Ｌ１は軟骨下骨の表層部位を示し、添え字Ｌ２は表層部位よりも深部に位置する深
層部位を示している。添え字ＸおよびＺは、同時生起行列計算時に注目する２点の方向を
示している。
【００９１】
　表層部位（Ｌ１）については、エントロピー（ＥＮＴＬ１ＸおよびＥＮＴＬ１Ｚ）が空
隙率（Ｐｏ）と有意な正の相関を示している。よって、表層部位について算出されるテク
スチャ特徴量のエントロピーＥＮＴＬ１は、軟骨下骨の空隙率を良く反映している。表層
部位についてのエントロピーＥＮＴＬ１の増大は、軟骨下骨の表層部位の空隙率の増大を
示している。
【００９２】
　深層部位（Ｌ２）については、相関（ＣＯＲＬ２ＸおよびＣＯＲＬ２Ｚ）が軟骨下骨プ
レート厚さ（Ｔｐｌ）と有意な負の相関を示している。ｘ方向の相関（ＣＯＲＬ２Ｘ）に
ついては、特に厚さ（Ｔｐｌ）を良く反映している。ｚ方向の相関（ＣＯＲＬ２Ｚ）につ
いては、海綿骨領域の骨密度（ＢＶ／ＴＶＴｂ）と有意な負の相関を示している。よって
、深層部位について算出されるテクスチャ特徴量の相関ＣＯＲＬ２は、軟骨下骨の厚みお
よび海綿骨領域の骨密度を良く反映している。深層部位についての相関ＣＯＲＬ２の増大
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は、海綿骨領域の骨密度の増大を示している。
【符号の説明】
【００９３】
１     超音波解析システム
２     送受信装置
３     超音波解析装置
４     駆動機構
９     被検体
２１   超音波プローブ
２２   レシーバ
２３   変換部
３１   入力部
３２   制御部
３３   信号処理部
３４   出力部
５１   解析対象の領域（表層部位）
５２   解析対象の領域（深層部位）
９１   軟骨
９２   骨（海綿骨）
９３   軟部組織
９４   軟骨下骨
９５   膝表面
３３１ 画像データ生成部
３３２ 表面位置検出部
３３３ 領域設定部
３３４ 特徴量算出部
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